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７
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総
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２
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２
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月
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務
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成

平
等
総
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
号
平

正改

平成6年7月29日付け最高裁総一第213号事務総長依命通達「下級裁判所の
事務局等の組織について」記第8の1の定めに基づき，標記の係について下記のと
おり定めましたので， これによってください。
なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記
1 係の設置
係は，別表第1の課に，同表のとおり置く。
2係の分掌事務
（1） 各係の分掌事務は，別表第2のとおりとする。
（2） 別表第3の裁判所の事務局の課の係については, (1)の定めにより定められた
当該各係の分掌事務に関する事項のほか， 同表の当該各係の分掌事務に関する
事項をその分掌事務とする。

（3） 高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所は，特に必要があるときは， 当該裁
判所（地方裁判所にあっては，管内の簡易裁判所を含む。 ）の係の分掌事務に
ついて， (1)及び(2)と異なる定めをすることができる。
3係の設置の特例
高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所は，特別の事情があるときは，最高裁
判所の認可を得て， 当該裁判所（地方裁判所にあっては，管内の簡易裁判所を含
む。 ）の係の設置について， 1と異なる定めをすることができる。
付記
1 実施
この通達は，平成6年8月1日から実施する。

2 通達の廃止
昭和60年12月28日付け最高裁総一第333号総務局長依命通達「下級裁
判所の事務局の課に置く係等について」 （以下「|日通達」 という。 ）は，平成6
年7月31日限り，廃止する。
3経過措置
係の設置について， ｜日通達の定めによりこの通達記1と異なる定めをした裁判
所については， この通達記3の定めにより最高裁判所の認可を得てその旨の定め
をしたものとみなす。
付記（平成7． 3． 15 総一第53号）

1



この通達は，平成7年4月1日から実施する。
付記（平成7． 7． 17 総一第213号）
この通達は，平成7年8月1日から実施する。
付記（平成8． 7． 23総一第230号）
この通達は，平成8年8月1日から実施する。
付記（平成12． 7． 24総一第259号）
この通達は，平成12年8月1日から実施する。
付記（平成13． 9． 7総一第245号）
この通達は，平成13年10月1日から実施する。
付記（平成17． 2． 14総一第000069号）
この通達は，平成17年4月1日から実施する。
付記（平成20. 2. 29総一第000153号）
この通達は，平成20年4月1日から実施する。
付記（平成21． 3． 27総一第000359号）
この通達は，平成21年4月1日から実施する。 7
4の定めは， 同月20日から実施する。
付記（平成23． 3． 29総一第000340号） 〃
この通達は，平成23年4月1日から実施する。
付記（平成24． 3． 26総一第000345号）

この通達は，平成24年4月1日から実施する。
付記（平成25． 3． 18総一第284号）
この通達は，平成25年4月1日から実施する。
付記（平成26． 3． 5総一第256号)
この通達は，平成26年4月1日から実施する。
付記（平成27． 3． 27総一第394号）
この通達は，平成27年4月1日から実施する。
付記（平成30. 3. 7総一第314号）
この通達は，平成30年4月1日から実施する。
付記（平成30. 8. 13総一第1027号）
この通達は，平成30年8月20日から実施する。
付記（平成31． 3． 12総一第326号）
この通達は，平成31年4月1日から実施する。

た この通達の記2及び記だし，

2



(別表第1）
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区分 課 裁判所 係

東京

福岡

ｿ 大阪 ，

その他の高等

裁判所

東京，大阪 ，

名古屋，福岡

庶務係，

第
係

一

一

，

係 ，

文書第一係，文書

広報係，資料第一

資料第二係，秘書係

庶務係，文書第一係，文書

第二係

秘書係

， 広報係，資料係，

管理係，任用第一係，任用

第二係

第二係

,

ソ

給与第一係，給与

能率係，研修係

広島 管理係，任用係，給与第一

係 ， 給与第二係，能率係，

研修係

仙台，札幌 管理係，任用係，給与第一

係 ， 給与第二係，能率係

高松 管理係

能率係

， 任用係，給与係 ソ

東京 管理係，経理係，用度係，

営繕係，共済組合第一係，

共済組合第二係,共済組合

第三係，監査係，保管物係



名古屋，福岡 管理係，経理係，用度係，

営繕係，共済組合第一係，

共済組合第二係,保管物係

管理係，経理係，用度係，

営繕係，共済組合係

その他の高等

裁判所

管理課 管理係，設備係，庁舎警備

係， 内務係，電話交換係

東京

大阪 管理係，設備係，庁舎警備

係

高等裁

判所の

支部

庶務課 金沢，

松江，

那覇，

庶務係，会計係岡山，

宮崎，

秋田

庶務第

一課

知的財産高等

裁判所

第一係，第二係

庶務第

二課

第一係，第二係

総務課地方裁

判所の

事務局

庶務第一係，庶務第二係，

文書第一係，文書第二係，

広報係，渉外係

東京

大阪，名古屋，
C

福岡

庶務第一係，庶務第二係，

文書第一係，文書第二係，

広報係，警備係

横浜 庶務第一係，庶務第二係，

文書第一係，文書第二係，

広報係，資料係

神戸 庶務第一係，庶務第二係，

4



文書係，広報係，資料係

庶務係，文書係，広報係，

資料係

さいたま，千

葉，京都

庶務係，文書係，広報係，

資料係，人事第一係，人事

第二係

静岡

庶務係，文書係，警備係，

人事第一係，人事第二係

高松

庶務係，文書係，広報係，
■

警備係

広島仙台，

札幌

庶務係，文書係，広報係，

人事第一係，人事第二係

水戸，新潟，

岡山，熊本，

那覇，福島

庶務係，文書係，人事第一

係，人事第二係

その他の地方

裁判所

警備第一係，警備第二係，

警備第三係

警務課 東京

管理係，任用第一係，任用

第二係，給与第一係，給与

第二係，能率係

人事課 東京

管理係，任用係，給与第一

係，給与第二係，能率係

横浜，大阪，

神戸，名古屋，

福岡

管理係，任用係，給与係，

能率係

さいたま，千

葉，京都，広

島，仙台，札

5
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会計課 岡山

熊本

フ 長崎 ,

広島，仙台

高松

その他の地方

裁判所

管理係，経理係，用度係，

共済組合係，保管金係

管理係，経理係，用度係，

保管金係

管理係，経理係，用度係

管理係，経理係，用度係，

共済組合係

経理課 東京

横浜 ， さいた

ま，千葉

都，神戸

ア

ロ －

泉

名古屋，福岡

札幌

フ

大阪

管理係

監査係

’ 経理係，営繕係 ，

管理係，用度係，共済組合

係

管理係，用度係

管理係，営繕係，監査係，

調達係，物品管理係，保管

物係

出納第

△

課

東京

大阪

支出負担行為係， 出納係，

計算証明係

支出負担行為係,出納第一

係，出納第二係，保管金第

一係，保管金第二係，計算

証明係



明係二課

執行出納係,執行保管金係大阪

出納係，保管金係，管理係出納第

三課

東京

支出負担行為係， 出納係，

保管金係，計算証明係

横浜， さいた

ま，千葉，京

都，神戸，名

古屋，福岡，

札幌

出納課

調達係，物品管理係，保管

物係

用度課 東京

庶務係，資料係立川，小倉庶務第

一課

地方裁

判所の

支部 立川，小倉 経理係，用度係庶務第

二課

川崎，相模原， 庶務係，会計係

横須賀，小田

原，越谷，川

越，熊谷，松

戸，八日市場，

土浦，下妻，

足利，高崎，

沼津，浜松，

上田，松本，

長岡,堺，岸

和田，尼崎，

庶務課

7



姫路，葛城，

一宮，岡崎，

豊橋， 四日市，

高岡，呉，尾

道，福山，岩

国，下関倉

敷，津山，米

子，飯塚，久

留米，唐津，

佐世保， 中津，

八代，延岡，

8



佐久，諏訪，

飯田，伊那，

三条，新発田，

高田，舞鶴，

福知山，伊丹，

明石，社，龍

野，豊岡，洲

本，五條，彦

根， 田辺，半

田，伊勢，大

垣，多治見，

高山,武生，

小松，七尾，

三次，周南，

萩，宇部， 出

雲，直方，柳

川，大牟田，

行橋， 田川，

大村， 日田，

名瀬，加治木，

川内，鹿屋，

都城，名護，

平良，石垣，

相馬， 白河，

米沢，鶴岡，

酒田，花巻，

一関，横手，

9



大曲，五所川

原，十和田，

岩見沢，滝川，

網走，北見，

観音寺， 中村，

今治

庶務係，文書係，広報係，

資料係

総務課家庭裁

判所の

事務局

東京，大阪

庶務係，文書係，資料係，

人事第一係，人事第二係

横浜，神戸，

名古屋

庶務係，文書係，人事第一

係，人事第二係

さいたま，千

葉，水戸，宇

都宮，前橋，

静岡，新潟,

京都，金沢，

広島， 山口，

岡山，福岡，

長崎，熊本，

那覇，仙台，

福島，札幌，

高松，松山

庶務係，人事第一係，人事

第二係，会計係

その他の家庭

裁判所

管理係，任用係，給与係，

能率係

人事課 東京，大阪

管理係，経理係，用度係，会計課 ｜大阪

10



保管金係

管理係，経理係，用度係横浜， さいた

ま，千葉，水

戸，宇都宮，

前橋，静岡，

新潟，京都，

神戸，名古屋，

金沢，広島，

山口，岡山，

福岡，

熊本，

仙台，

札幌，

松山

長崎，

那覇，

福島，

高松，

管理第一係，管理第二係，

管理第三係，用度係，保管

物係

経理課 東京

支出負担行為係， 出納係，

保管金係，計算証明係

東京出納課

庶務課立川，川崎， 庶務係，会計係

小田原，川越，

熊谷，高崎，

沼津，浜松，

長岡，堺，尼

崎，姫路，岡

崎,久留米，

家庭裁

判所の

支部

11
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相模原，横須

賀
浦
塚

,

，

土
飯

戸
橋
松
豊

庶務係

簡易裁

判所

庶務課

第一課

第二課

名古屋

一

，戸
幌

都，神

岡，札

京

福

東京

大阪

東京

大阪

庶務係，会計係，資料係

庶務係，会計係

庶務係

資料係

, 文書係，人事係 ,

庶務係，人事係，資料係

経理係，用度第一係，用度

第二係，保管金係

経理係，用度係
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課 係 分掌事務

庶務第一係 1 総務課の庶務に関する事項

2 裁判官会議その他の会議の庶務に

閨する事項

3 裁判所の長の庶務に関する事項

4機密に関する事項

5 渉外係の分掌事務に関する事項（

渉外係の置かれていない庁に限る。

）

6 自動車の配車に関する事項（別表

第3の高等裁判所の事務局の総務課

の庶務係に係る同表の「分掌事務」

欄の地方裁判所を除く。 ）

7 総務課の他の係に属しない事項

8 事務局の他の課に属しない事項

庶務第二係 1 秘書係の分掌事務に関する事項

2 司法修習生の修習の庶務に関する

事項



一係の分掌事務に関する事項6を，

それぞれ除く。 ）

2 文書係の分掌事務に関する事項（

文書第一係及び文書第二係並びに文

書係の置かれていない庁に限る。 ）

3 広報係の分掌事務に関する事項（

広報係の置かれていない庁に限る。

14
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文書第二係 1 司法行政文書の開示に関する事項

2 司法行政事務に関して保有する個

人情報の保護に関する事項

3 情報システムの管理，情報セキュ

リテイ対策及び情報化に関する事務

の連絡調整に関する事項

文書係 文書第一係及び文書第二係の分掌事

務に関する事項

広報係 1 広報に関する事項

2 警備係の分掌事務に関する事項（

警備係の置かれていない庁に限る。

）

資料第一係 図書及び資料（以下「図書資料」 と

いう。 ）の収集その他の資料事務に関

する事項（資料第二係の分掌事務に関

する事項を除く。 ）

資料第二係 1 図書資料の受入れ，整理

閲覧及び参照に関する事項

， 保管

2 資料室の管理運営に関する事項

，

資料係 資料第一係及び資料第二係の分掌事

務に関する事項

秘書係 裁判官の秘書的事務に関する事項

渉外係 渉外に関する事項



第71条第2項並びに第72条第1項及

び第3項の規定による裁判長又は1

人の裁判官の命令等の執行に関する

事項。

3 法廷等の秩序維持に関する法律

（昭和27年法律第286号）第3条第2

項の規定による拘束命令の執行に関

する事項

4 法廷の秩序維持等にあたる裁判所

職員に関する規則（昭和27年最高裁

判所規貝|｣第23号）第2条の規定によ

る警備のうち，法廷の秩序維持又は

裁判所若しくは裁判官の職務の執行

に対する妨害を防ぐために必要な警

備に関する事項

人事課の管理係,任用第一係，任用

第二係及び給与第一係の分掌事務に関

する事項

人事第一係

人事課の給与第二係，能率係及び研

修係の分掌事務に関する事項

人事第二係

会計係 1 職員等に対する俸給，手当，旅費

等の受渡しに関する事項

2 物品の受け入れ，払出し等の用度

に関する事項

3 会計に関する報告，連絡等に関す

る事項

16
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警務課 警備第一係

警備第二係

警備第三係

1 警務課の庶務に関する事項

2 警備係の分掌事務に関する事項

3 警務課の他の係に属しない事項

警備係の分掌事務に関する事項（警

備に関する計画，連絡 ，

に関する事項を除く。 ）

調整及び報告

警備係の分掌事務に関する事項（譽

備に関する計画，連絡 ，

に関する事項を除く。 ）

調整及び報告

管理係 1 人事課の庶務に関する事項

2 人事に関する計画，連絡

に関する事項

， 報告等

3 人事課の他の係に属しない事項

任用第一係 裁判官の人事に関する事項（給与第

二係の分掌事務に関する事項を除く。 ）

任用第二係 1 試験

2 任免

，

，

する事項

3 服務 ，

選考等に関する事項

補職その他の人事異動に関

分限，懲戒等に関する事項

4 人事記録に関する事項

(1から4までについては，いずれも

任用第一係の分掌事務に関する事項を

除く。 ）

任用係 任用第一係及び任用第二係の分掌事

務に関する事項



2 退職手当等に関する事項

3 公務災害補償に関する事項

（1から3までについては， いずれも

任用第一係の分掌事務に関する事項を

除く。 ）

4職員団体及び苦情処理に関する事

項

給与簿に関する事項

給与第一係及び給与第二係の分掌事

務に関する事項

1 保健安全保持及び厚生に関する

事項

2 考課，研修，表彰， レクリエーシ

ョンその他の勤務能率の発揮及び増

進に関する事項（研修係の置かれて

いる庁にあっては， 同係の分掌事務

に関する事項を除く。 ）

1 考課に関する事項

2研修に関する事項

忌健、安全保持及忌健、安全保持及

7）ｲH10）里7）ｲH10）里

1件ｲ|雲ｲ幕”1件ｲ|雲ｲ幕”

ヨ|イ梁”）z了う､雲ヨ|イ梁”）z了う､雲

給与第二係

給与係

能率係

研修係

会計課管理係 1 会計課の庶務に関する事項

2 会計に関する計画，連絡，報告等

に関する事項

3 管理課の係の分掌事務に関する事

項（管理課の置かれていない庁に限

る。 ）

4 営繕係の分掌事務に関する事項

18



（営繕係の置かれていない庁に限

る。 ）

5 監査係の分掌事務に関する事項

（監査係の置かれていない庁に限

る。 ）

6 会計課の他の係に属しない事項

1 予算及び決算に関する事項

2 歳入の徴収に関する事項

3 歳出の支出に関する事項

4 保管金係の分掌事務に関する事項

（保管金係の置かれていない庁に限

る。 ）

経理係

1 物品及び役務の調達に関する事項

2 物品の出納，保管及び処分に関す

る事項

3 自動車の運転及び維持管理に関す

る事項（別表第3の高等裁判所の事

務局の会計課の用度係に係る同表の

「分掌事務」欄の家庭裁判所（支部

を除く。 ）を除く。 ）

4 保管物係の分掌事務に関する事項

（保管物係の置かれていない庁に限

る。 ）

用度係

営繕係 1 庁舎その他の施設の整備等の営繕

に関する事項

2 国有財産の管理に関する事項

19
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共済組合第

一係

1 共済組合の給付事業に関する事項

(共済組合第三係の置かれている庁

にあっては， 同係の分掌事務に関す

る事項を除く。 ）

2 共済組合に関するその他の事項（

共済組合第二係及び共済組合第三係

の分掌事務に関する事項（共済組合

第三係の置かれていない庁にあって

は シ 同係の分掌事務に関する事項を

除く。 ）を除く。 ）

共済組合第

一

一係

1 共済組合の福祉事業に関する事項

2 子を監護する者に対する給付金に

関する事項（共済組合第三係の置か

れていない庁に限る。 ） 0

3 勤労者財産形成促進に関する事項

4確定拠出年金に関する事項

共済組合第

三係

1 組合員の資格の得喪の管理及び被

扶養者の認定に関する事項

2 標準報酬|等の決定及び長期給付に

関する事項

3 子を監護する者に対する給付金に

関する事項

共済組合係 共済組合第一係，共済組合第二係及

び共済組合第三係の分掌事務に関する

事項



2 会計に関する法規の解釈及び質疑

に関する事項

3 不正事件その他の会計関係事故の

報告に関する事項

1 民事保管物の受入れ，保管，仮出

し及び返還に関する事項

2 押収物等の受入れ，保管，仮出し

及び処分に関する事項

保管物係

保管金係 1 保管金及び保管有価証券の出納及

び保管に関する事項

2 出納課の保管金係の分掌事務に関

する事項

3 現金出納簿の登記に関する事項

4証拠書類の整理に関する事項

管理課管理係 1 管理課の庶務に関する事項

2 庁舎その他の施設の管理及び安全

保持に関する計画，連絡，報告等に

関する事項

3 警備，設備，清掃等の業務の委託

に関する事項

4 内務係の分掌事務に関する事項

（内務係の置かれていない庁に限

る。 ）

5 電話交換係の分掌事務に関する事

項（電話交換係の置かれていない庁

に限る。 ）

21



6 管理課の他の係に属しない事項

設備係 1 電気及び機械の設備の運転管理に

関する事項

2 環境衛生に関する事項

庁舎警備係 1 庁舎その他の施設の警備に関する

事項

2 火災及び盗難の防止に関する事項

内務係 1 役務作業に関する事項

2 文書の使送に関する事項

電話交換係 1 電話の交換に関する事項

2 通話記録に関する事項

経理課 管理第一係 1 経理課の庶務に関する事項

2 経理係及び監査係の分掌事務に関

する事項

3 宿舎の管理及び安全保持に関する

計画，連絡，報告等に関する事項

4 出納課との事務の総合調整に関す

る事項

聿課の旧

連係及び帯

言舎の管弾及び髪'全保桿

連絡，報告等に関する

吋課との事務の総合調蕊

5 経理課の他の係に属しない事項逆諜の柿｡0

管理第二係1国有財産の管理に関する事項

2 庁舎その他の施設（宿舎を除く。 ）

の管理及び安全保持に関する計画，

連絡，報告等に関する事項

3 警備，設備，清掃等の業務の委託

に関する事項

4 管理課の庁舎警備係の分掌事務に

22
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管理第三係 1 庁舎その他の施設の整備等の営繕

に関する事項

2 管理課の設備係， 内務係及び電話

交換係の分掌事務に関する事項



’｜ ’
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経理係 1 経理計画に関する事項

2 予算要求資料の作成に関する事項

用度係 1 自動車の運転及び維持管理に関す

る事項（別表第3の高等裁判所の事

務局の会計課の用度係に係る同表の

｢分掌事務」欄の地方裁判所（支部

を除く。 ）及び家庭裁判所（支部を

除く。 ）を除く。 ）

2 調達係の分掌事務に関する事項

3 物品管理係の分掌事務に関する事

項

4保管物係の分掌事務に関する事項

(保管物係の置かれていない庁に限

る。 ）

営繕係 会計課の営繕係の分掌事務に関する

事項

共済組合係 会計課の共済組合第一係，共済組合

第二係及び共済組合第三係の分掌事務

に関する事項

監査係 会計課の監査係の分掌事務に関する

事項

調達係 1 物品及び役務の調達に関する事項

2 物品の売却に関する事項



会計課の保管物係の分掌事務に関す

る事項

保管物係

支出負担行

為係

1 支出負担行為の確認に関する事項

2 支出負担行為差引簿の登記に関す

る事項

3 職員，証人，鑑定人等の旅費， 日

当等の計算に関する事項

出納第

一課

歳入金及び歳出金（前渡資金を含

む。 ）の出納及び保管に関する事項

出納係

歳入金，歳出金（前渡資金を含む。 ） ，

保管金及び保管有価証券の出納及び保

管に関する事項（出納第二係の分掌事

務に関する事項及び出納第二課の執行

出納係の分掌事務に関する事項1を除

く。 ）

出納第一係

執行官法（昭和41年法律第111号）

第6条及び第15条第2項に係る保管金

及び保管有価証券（以下「執行官関係

保管金」 という。 ）の出納及び保管に

関する事項

出納第二係

保管金第一 1 保管金提出書の受理に関する事項

係 2 保管金の支払請求書の受理，保管

替え及び歳入組入れに関する事項

3 保管金提出書の保管に関する事項

（1から3までについては， いずれも

保管金第二係の分掌事務に関する事項

25
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保管金第二

係

1 執行官関係保管金の提出書の受理

に関する事項

2 執行官関係保管金の支払請求書の

受理，保管替え及び歳入組入れに関

する事項

3 執行官関係保管金の提出書の保管

に関する事項

計算証明係 1 債権管理簿，徴収簿，支出簿

金出納簿等の登記に関する事項

2 証拠書類の整理に関する事項

■
●
口
夕 現

3 報告書，計算書及び日計表の作成

並びに突合表の証明に関する事項

(1から3までについては， 出納第二

課の計算証明係及び出納第三課の管理

係の置かれている庁にあっては出納第

二課の計算証明係及び出納第三課の管

理係の分掌事務に関する事項を， 出納

第二課の執行出納係の置かれている庁

にあっては同係の分掌事務に関する事

項2から4までを，それぞれ除く。 ）

4 債権管理に関する事項

5 告知書の発行に関する事項



｜ ’ ’務I

・可』

事
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係の分掌
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執行出納係 1 執行裁判所関係の保管金及び保管

有価証券の出納及び保管に関する事

項

2 執行裁判所関係保管金の現金出納

簿の登記に関する事項

3 執行裁判所関係保管金の証拠書類

の整理に関する事項

4 執行裁判所関係保管金の計算書及

び日計表の作成並びに突合表の証明

に関する事項

保管金係 出納第一課の保管金第一係及び保管

金第二係の分掌事務に関する事項

執行保管金

係

1 執行裁判所関係保管金の提出書の

受理に関する事項

2 執行裁判所関係保管金の支払請求

書の受理，保管替え及び歳入組入れ

に関する事項

3 執行裁判所関係保管金の提出書の

保管に関する事項



る事項

（1から3までについては， 出納第三

課の管理係の置かれている庁にあって

は同係の分掌事務に関する事項を除

く。 ）

出納第

三課

の種

掌の壱

7）言I卜和

の駆王艶

の幸悦告害

言0

の保壱 7）亀

人I

宙rK用j茸課上り の総合調葬

勾寵＝課の怖‘’

出納係 執行裁判所関係の保管金及び保管有

価証券の出納及び保管に関する事項

保管金係 ’ 1 執行裁判所関係保管金の提出書の

28



受理に関する事項

2 執行裁判所関係保管金の支払請求

書の受理，保管替え及び歳入組入れ

に関する事項

3 執行裁判所関係保管金の提出書の

保管に関する事項

出納課 支出負担行

為係

出納第一課の支出負担行為係の分掌

事務に関する事項

出納係 歳入金，歳出金（前渡資金を含む。 ） ，

保管金及び保管有価証券の出納及び保

管に関する事項

保管金係 1 保管金提出書の受理に関する事項

2 保管金の支払請求書の受理，保管

替え及び歳入組入れに関する事項

3 保管金提出書の保管に関する事項

計算証明係 1 債権管理簿，徴収簿，支出簿，現

金出納簿等の登記に関する事項

2 証拠書類の整理に関する事項

3 報告書計算書及び日計表の作成

並びに突合表の証明に関する事項

4 債権管理に関する事項

5 告知書の発行に関する事項

の壱

杢自の一戸山・
■■■

ﾛリ

壹矢ロ善0

用度課 調達係 経理課の調達係の分掌事務に関する

事項

物品管理係 物品の出納，保管及び処分（売却を

除く。 ）に関する事項

29



保管物係 会計課の保管物係の分掌事務に関す

る事項（出納第三課の管理係の分掌事

務に関する事項6を除く。 ）

庶務第

一課

庶務係 1 総務課の庶務係の分掌事務に関す

る事項（資料係の分掌事務に関する

事項を除く。 ）

2 人事課の係の分掌事務に関する事

項

資料係 総務課の資料係の分掌事務に関する

事項

第一係 1 総務課の庶務係の分掌事務に関す

る事項（広報係の分掌事務に関する

事項1並びに資料係及び渉外係の分

掌事務に関する事項を除く。 ）

2 人事課の係の分掌事務に関する事

項

第二係 1 総務課の広報係の分掌事務に関す

る事項（広報係の分掌事務に関する

事項2を除く。 ）

2 総務課の資料係の分掌事務に関す

る事項

3 総務課の渉外係の分掌事務に関す

る事項

型の欣阜垂隠イヱ”

竪隠イ梁0）/ケテ毒

黒の鵬夕1-ｲ蕊‘

庶務第

二課

経理係 会計課の管理係及び経理係の分掌事

務に関する事項

用度係 ’ 会計課の用度係の分掌事務に関する
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事項（別表第3の高等裁判所の事務局

の会計課の用度係に係る同表の「分掌

事務」欄の地方裁判所の支部にあって

は，会計課の用度係の分掌事務に関す

る事項3を除く。 ）

第一係 会計課の管理係及び経理係の分掌事

務に関する事項

会計課の用度係の分掌事務に関する

事項

第二係

庶務課 庶務係 1 総務課の庶務係の分掌事務に関す

る事項（資料係の置かれている庁に

あっては， 同係の分掌事務に関する

事項を除く。 ）

2 人事課の係の分掌事務に関する事

項

3 会計課の係の分掌事務に関する事

鶚の圧

言|イ.梁〃）'今予宴

雲青果のｲ系の'分篁室

蝿のｲ系の'令､曇菫至

項（会計係の置かれていない庁に限

る。別表第3の高等裁判所の事務局

の会計課の用度係に係る同表の「分

掌事務」欄の地方裁判所の支部及び

家庭裁判所の支部にあっては，会計

課の用度係の分掌事務に関する事項

3を除く。 ）

HII弄領Rの層 .lTO

ヨ|宍(7

可｢の守害K泄

家庭裁判日Tの文鄙に西

課の用庶係の分堂事乗

会計係 会計課の係の分掌事務に関する事項

（別表第3の高等裁判所の事務局の会

計課の用度係に係る同表の「分掌事務」
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欄の地方裁判所の支部及び家庭裁判所

の支部にあっては，会計課の用度係の

分掌事務に関する事項3を除く。 ）

総務課の資料係の分掌事務に関する

事項

資料係

庶務係 総務課の庶務係の分掌事務に関する

事項（文書係の分掌事務に関する事項

（文書係の置かれている庁に限る。 ）

及び資料係の分掌事務に関する事項を

除く。 ）

第一課

総務課の文書係の分掌事務に関する

事項

文書係

人事課の係の分掌事務に関する事項人事係

総務課の資料係の分掌事務に関する

事項

資料係

第二課 経理係 会計課の管理係及び経理係の分掌事

務に関する事項（保管金係の置かれて

いる庁にあっては， 同係の分掌事務に

関する事項を除く。 ）

用度第一係 1 物品及び役務の調達に関する事項

2 物品（刑事関係の物品を除く。 ）

の出納，保管及び処分に関する事項

3 民事保管物の受入れ，保管，仮出

し及び返還に関する事項

用度第二係 1 刑事関係の物品の出納，保管及び

処分に関する事項
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2 押収物等の受入れ，保管，仮出し

及び処分に関する事項

3 経理係，用度第一係及び保管金係

の分掌事務の補助に関する事項

用度係 用度第一係及び用度第二係の分掌事

務に関する事項（経理係，用度第一係

及び保管金係の分掌事務の補助に関す

る事項を除く。 ）

保管金係 会計課の保管金係の分掌事務に関す

る事項
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(別表第3）

.h,0

ﾄゞ引 ’
ゴh,〃）P
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区分 課 裁判所 係 分掌事務

庶務係

資料第一係

当該高等裁判所の所在

地を管轄する地方裁判所

(支部を除く。 ）及び家

庭裁判所（支部を除く。 ）

における自動車の配車に

関する事項

当該高等裁判所の所在

地を管轄する地方裁判所

(支部を除く。 ）におけ

る図書資料の収集その他

の資料事務に関する事項

(資料第二係の分掌事務

に関する事項を除く。 ）

資料第二係 当該高等裁判所の所在

地を管轄する地方裁判所

(支部を除く。 ）におけ

る次に掲げる事項

1 図書資料の受入れ，

整理，保管， 閲覧及び

参照に関する事項

2 資料室の管理運営に

関する事項



（支部を除く。 ）及び家

庭裁判所（支部を除く。 ）

における自動車の配車に

関する事項

当該高等裁判所の所在

地を管轄する地方裁判所

（支部を除く。 ）及び家

庭裁半|｣所（支部を除く。 ）

における図書資料の収集

その他の資料事務に関す

る事項（資料第二係の分

掌事務に関する事項を除

く。 ）

資料第一係

当該高等裁判所の所在

地を管轄する地方裁判所

（支部を除く。 ）及び家

庭裁判所（支部を除く。 ）

における次に掲げる事項

1 図書資料の受入れ，

整理，保管，閲覧及び

参照に関する事項

2 資料室の管理運営に

関する事項

資料第二係

名古屋，札幌｜庶務係 当該高等裁判所の所在

地を管轄する地方裁判所

（支部を除く。 ）及び家
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庭裁判所（支部を除く。 ）

における自動車の配車に

関する事項

資料係 当該高等裁判所の所在

地を管轄する地方裁判所

（支部を除く。 ）におけ

る図書資料の収集その他

の資料事務に関する事項

当該高等裁判所の所在

地を管轄する地方裁判所

（支部を除く。 ）におけ

る図書資料の収集その他

の資料事務に関する事項

資料係その他の高等

裁判所

用度係 当該高等裁判所の所在

地を管轄する地方裁判所

及び家庭裁判所における

自動車の運転及び維持管

理に関する事項

会計課 東京，大阪，

名古屋，福岡，

札幌

総務課地方裁

判所の

事務局

資料係 当該地方裁判所の所在

地を管轄する家庭裁判所

（支部を除く。 ）におけ

る図書資料の収集その他

の資料事務に関する事項

さいたま，千

葉

水戸，宇都宮， ゞ〆

前橋， 甲府，

長野，奈良，

当該地方裁判所の所在

地を管轄する家庭裁判所

（支部を除く。 ）におけ
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る図書資料の収集その他

の資料事務に関する事項

大津，和歌山，

津，岐阜，福

井，金沢， 富

山， 山口， 岡

山，烏取，松

江，佐賀，大

分，鹿児島，

宮崎，福島，

山形，盛岡，

秋田，青森，

函館，旭川，

釧路，徳島，

高知
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